
 
 
 

令和７年度第 1 回消費生活審議会 委員意見 

 

 ご意見の概要 対応等 

１ ・第２次計画数値目標達成状況のうち、

No.7 の出前講座実施市町村の割合につい

て、市町村が主催した講座のみならず県

民生活センターが実施した市町村も含め

てよいと思う。（今井委員、足達委員 

・第２次計画数値目標については、消費者庁

における現況調査に基づき算出している。第

３次計画においては、県民生活センターで実

施した出前講座を含めた数値を目標とする

ことを検討していく。 

２ ・県内の消費生活相談員を増やすため、積

極的に支援をしてほしい。（竹内委員） 

・他都道府県の状況を踏まえ、調査・研究し

ていく。 

３ ・数値目標達成状況のうち、No.8 学校給

食における地場産物の使用割合は、金額

ベースだけでなく、学校の割合はどの程

度あるのか。（小澤委員） 

・数値目標として設定している使用割合（金

額ベース）は、文部科学省調査で対象とされ

ている施設により算定している。 

・給食における地場産物の使用については、

県内全ての学校で取り組んでいる。 

４ ・数値目標達成状況のうち、No.6 につい

て、公立でも私立でも一律な教育を受け

られるよう対応してほしい。（中村委員） 

・公立・私立を問わず、県内全ての高校・特

別支援学校において実施している。 

５ ・産地を偽った通販サイトにおける購入

者から問い合わせが複数あり、産地とし

て注意喚起を行った事例があった。この

ような場合、全国の消費者へ向けた注意

喚起ができるのか。 

（渡邊委員） 

・消費者庁及び国民生活センターにおいて

は、個別事案については対応してしないとの

こと。 

県民生活センターのＨＰから注意喚起をす

ることは可能。 

 

 

６ ・３０・４０代の中間層へ向けた消費者教

育や情報発信を行う必要がある。 

・３０・４０代は子育て世代でもあるので、

学校に向けて、保護者会における出前講座を

Ｒ６は６回実施。引き続き、周知を図る。 

・Ｒ６・７年度にＳＮＳ向け動画広告を作成、

YouTube や Instagram 等において内容・時期

でターゲットを絞って広告配信を行ってい

る。 

７ ・海外サイトにおけるトラブルが増加し

ている中、現行法では対応が難しいよう

だが、今後何らかの対応をする必要があ

る。 

・消費生活相談等の状況に応じて、県のＨＰ

やＳＮＳを通じて注意喚起を行う。 

 

資料１－１ 

県民生活センターのＨＰに掲載。 

山梨県消費生活緊急情報としてメール送付。 


